
京 都 大 学 研 究 成 果 有 体 物 取 扱 規 程 及 び 京 都 大 学 民 間 等 共 同 研 究 取 扱 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後
京都大学研究成果有体物取扱規程

（平成１９年達示第５８号）
（前 略）

第２条 第２条
(1) (1)
(2) (2)
(3)

（略）
(3)

（同 左）

(4) (4)
(5) (5)
(6) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附 (6) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附
属図書館、医学部附属病院及び各センター等（国 属図書館、医学部附属病院及び各センター等（国
立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成 立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成
１６年達示第１号）第３章第７節から第１１節 １６年達示第１号）第３章第７節から第１１節
まで（第４７条から第４７条の６までを除く。） まで（第４７条及び第４７条の６を除く。）に
に定める施設等をいう。）をいう。 定める施設等をいう。）をいう。

（中 略）
（収入の配分） （収入の配分）

第１０条 研究成果有体物を提供することにより本 第１０条 研究成果有体物を提供することにより本
学が収入を得た場合、当該収入の８０％を部局に、 学が収入を得た場合、当該収入の８０％を部局に、
２０％を大学に配分する。 ２０％を大学に配分する。

２ 前項に定めるところにより部局に配分される部 ２ 前項に定めるところにより部局に配分される部
分における当該部局内部での配分は、各部局の定 分における当該部局内部での配分は、各部局の定
めるところによる。この場合、各部局は、作製者 めるところによる。この場合、各部局は、作製者
の貢献に配慮し、京都大学発明規程（平成１６年 の貢献に配慮し、京都大学発明規程（平成１６年
達示第９６号）第３２条第１項の規定を準用して、 達示第９６号）第２２条第１項の規定を準用して、
配分することができる。 配分することができる。

３ （略） ３ （同 左）
（後 略）

京都大学民間等共同研究取扱規程
（平成１６年達示第９８号）

（前 略）
第２条 第２条
２ （略） ２ （同 左）

３ この規程において「部局」とは、各研究科、各 ３ この規程において「部局」とは、各研究科、各
附置研究所、医学部附属病院及び各センター等（国 附置研究所、医学部附属病院及び各センター等（国
立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１ 立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１
６年達示第１号）第３章第７節から第１１節まで ６年達示第１号）第３章第７節から第１１節まで
（第４７条から第４７条の６までを除く。）に定 （第４７条及び第４７条の６を除く。）に定める
める施設等をいう。）をいう。 施設等をいう。）をいう。
（中 略）
（特許出願等） （特許出願等）

第１５条 （略） 第１５条 （同 左）
２ 総長は、発明規程第１６条本文の規定（第３５ ２ 総長は、発明規程第６条本文の規定（第２５条
条において準用する場合を含む。以下同じ。）に において準用する場合を含む。以下同じ。）によ
より、共同研究の結果得られる特許権等が本学に り、共同研究の結果得られる特許権等が本学に帰



改 正 前 改 正 後
帰属した場合において特許出願等を行おうとする 属した場合において特許出願等を行おうとすると
ときは、当該特許出願等について、あらかじめ当 きは、当該特許出願等について、あらかじめ当該
該共同研究の相手方である民間機関等の長の同意 共同研究の相手方である民間機関等の長の同意を
を得るものとする。 得るものとする。

３ （略） ３ （同 左）
（後 略）

附 則
この規程は、平成２３年４月１日から施行する。


